
 
 
 
 
 

     

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

宿
直
（
し
ゅ
く
ち
ょ
く
）

は
、
四
日
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
私
の
番
が
、
ま
わ
っ

て
ま
い
り
ま
す
。 

過
日
の
宿
直
の
巡
回
で
は
、
裏

参
道
の
躑
躅
（
つ
つ
じ
）
の
植
え
込
み
か
ら
、
虫
の

大
合
唱
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。 
つ
い
、
こ
の
間

ま
で
、
寝
汗
（
ね
あ
せ
）
で
、
枕
（
ま
く
ら
）
を
濡

（
ぬ
）
ら
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
昨
今
の

明
け
方
な
ど
は
、
ひ
ん
や
り
と
し
て
、
布
団
の
温
（
ぬ

く
も
）
り
の
余
韻
（
よ
い
ん
）
に
ひ
た
り
つ
つ
、
朝

を
迎
え
て
い
ま
す
。 

い
よ
い
よ
、
深
ま
り
ゆ
く
秋

と
な
り
ま
し
た
ね
。 

 

◇
物
理
学
者
の
寺
田
寅
彦
さ
ん
は
、「
天
災
と
国
防
」

と
題
す
る
論
考
（
ろ
ん
こ
う
）
で
、
国
防
は
、「
国

家
の
安
全
を
脅
（
お
び
や
）
か
す
敵
国
に
対
す
る
国

防
」
と
「
一
国
の
運
命
に
影
響
す
る
可
能
性
の
豊
富

な
大
天
災
に
対
す
る
国
防
」
の
二
つ
の
「
国
防
」
を

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。 

ひ
と
つ
め
の
「
国
防
」
は
、

ま
さ
に
、
東
日
本
大
震
災
の
復
興
な
か
ば
で
は
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
来
る
べ
き
東
南
海
や
、
首
都
直
下

型
の
大
震
災
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
防
災
」

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
。 

さ
ら
に
、
も
う
ひ
と

つ
の
「
国
防
」
は
、
本
年
が
、
日
中
の
国
交
が
正
常 

     

化
し
て
四
十
周
年
の
佳
節
（
か
せ
つ
）
だ
と
い
う
の

に
、
領
土
問
題
を
端
に
発
し
た
「
政
令
経
冷
（
せ
い

れ
い
け
い
れ
い
）」
と
い
わ
れ
る
、
政
治
や
経
済
、

は
た
ま
た
文
化
交
流
の
分
野
ま
で
ギ
ク
シ
ャ
ク
し

て
し
ま
っ
た
日
中
関
係
で
あ
り
ま
す
。 

 

特
に
、
経
済
関
係
の
悪
化
は
、「
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
」「
欧
州
危
機
」
に
匹
敵
す
る
三
度
目
の
世
界

経
済
危
機
の
到
来
（
と
う
ら
い
）
と
案
（
あ
ん
）
じ

る
専
門
家
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。 

愛
国
無
罪

（
あ
い
こ
く
む
ざ
い
）
と
さ
れ
る
デ
モ
や
企
業
へ
の

暴
動
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
が
、
在
留
邦
人
の
事
業
や

安
全
な
生
活
を
脅
か
す
も
の
で
し
た
よ
ね
。 

こ
れ

は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
（
憎
悪

犯
罪
｛
ぞ
う
お
は
ん
ざ
い
｝）」
と
い
わ
れ
、
特
定
の

人
種
や
信
仰
に
対
す
る
侮
辱
（
ぶ
じ
ょ
く
）
や
攻
撃

の
こ
と
で
す
。 

 

こ
の
二
つ
の
「
国
防
」
は
、
こ
れ
か
ら
の
国
民
生

活
を
守
る
大
き
な
政
治
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

◇
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
大
変
革
を
遂
げ
た
の
が
、
今
か
ら

二
百
年
前
の
産
業
革
命
で
す
が
、
今
世
界
は
、「
人

口
の
爆
発
的
増
加
」「
環
境
破
壊
」「
温
暖
化
」
と
い

う
大
き
な
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

十
九
世
紀
は
化
学
の
時
代
、
二
十
世
紀
は
物
理
学

の
時
代
、
二
十
一
世
紀
は
生
物
学
の
時
代
と
い
わ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
潮
流
（
ち
ょ
う
り
ゅ
う
）
を
実
証

し
た
の
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
た
京
都
大
学

山
中
教
授
の
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
で
す
。 

四
十
億
年
の
生

命
の
歴
史
を
書
き
換
え
る
力
を
秘
め
て
い
ま
す
。 

一
昔
前
（
ひ
と
む
か
し
ま
え
）
ま
で
は
、
日
本
の
技

術
は
応
用
ば
か
り
と
批
判
さ
れ
が
ち
で
し
た
が
、
ｉ

Ｐ
Ｓ
細
胞
の
分
野
で
は
、
そ
の
逆
の
現
象
が
起
き
て

い
ま
す
。 

大
き
な
課
題
を
突
き
付
け
ら
れ
、
苦
境

に
立
た
さ
れ
て
い
る
世
界
で
の
、
科
学
技
術
立
国
で

あ
る
日
本
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
で
あ
り
ま
す
し
、
喜

ば
し
い
で
す
ね
。 

さ
ら
な
る
飛
躍
を
期
す
も
の
で

す
。 

◇
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
客
員
教
授
の
黄
文

雄
（
こ
う
ぶ
ん
ゆ
う
）
さ
ん
は
、「
歴
史
か
ら
消
さ

れ
た
日
本
人
の
美
徳
」
の
著
書
の
な
か
で
、
大
航
海

時
代
（
だ
い
こ
う
か
い
じ
だ
い
、
日
本
は
戦
国
時
代
）

に
日
本
を
訪
れ
た
宣
教
師
た
ち
が
、
日
本
人
の
知
性

や
道
徳
は
世
界
最
高
で
あ
る
と
イ
エ
ス
ズ
会
に
書

き
送
っ
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
は
、

三
世
紀
に
書
か
れ
た
「
魏
志
倭
人
伝
（
ぎ
し
わ
じ
ん

で
ん
）」
に
は
、「
窃
盗
（
せ
っ
と
う
）
せ
ず
、
訴
訟

（
そ
し
ょ
う
）
少
な
し
」
の
記
述
が
あ
り
、
当
時
、

日
本
は
質
の
高
い
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
世
界
に
身
を
委
（
ゆ
だ
）

 

彦
島
八
幡
宮 
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司
ニ
ュ
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ね
て
い
る
我
々
で
す
。 

特
に
、
人
口
問
題
に
関
し

て
は
世
界
の
流
れ
と
は
真
逆
で
、
こ
の
ま
ま
だ
と
西

暦
三
千
年
に
は
消
滅
す
る
、「
絶
滅
危
惧
種
（
ぜ
つ

め
つ
き
ぐ
し
ゅ
）
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し

か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、「
日
本
人
の
誇
り
」
を
取

り
戻
し
、
前
向
き
に
歩
ん
で
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。  

◇
日
本
は
、
特
定
の
教
典
（
き
ょ
う
て
ん
）
を
持
た

な
い
八
百
万
（
や
お
よ
ろ
ず
）
の
神
々
が
鎮
座
（
ち

ん
ざ
）
さ
れ
る
国
で
あ
り
、
我
々
の
御
先
祖
様
は
、

折
に
触
れ
て
神
々
に
手
を
合
わ
せ
神
様
と
い
う
鏡

に
自
分
自
身
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
律
（
り

っ
）
し
て
き
ま
し
た
。 

こ
れ
が
、
三
世
紀
当
時
の

質
の
高
い
社
会
、
世
界
最
高
の
知
性
と
道
徳
を
兼
ね

備
え
た
戦
国
時
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
日
本
人
の
「
刷

り
込
み
（
す
り
こ
み
）」
で
あ
り
ま
す
。 

◇
そ
の
日
本
人
の
誇
り
を
取
り
戻
し
、
そ
の
「
刷
り

込
み
」
を
忘
れ
な
い
年
に
一
度
の
大
事
業
が
、「
秋

季
例
大
祭
（
し
ゅ
う
き
れ
い
た
い
さ
い
）」
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

感
謝
の
心
を
忘
れ
な
い
事
が
、

神
社
神
道
で
あ
り
、「
祭
り
」
で
あ
り
ま
す
。 

明

治
天
皇
さ
ま
の
御
製
に
、 

「
と
こ
し
へ
に 

國
ま
も
り
ま
す 

天
地
の 

 
 
 
 
 

神
の
ま
つ
り
を 

お
ろ
そ
か
に
す
な
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
あ
り
ま
す
。 

 

今
月
の
例
大
祭
の
御
奉
仕
、
襟
を
正
し
て
、
遺
漏

な
く
厳
修
（
げ
ん
し
ゅ
う
）
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

御
自
愛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

九
月
の
祭
典
行
事
報
告 

▼
月
次
祭 

 

＊
九
月
一
日
、
十
五
日 

 

▼
若
宮
神
社
例
祭 

＊
九
月
十
日
～
十
一
日 

 
 

▼
福
浦
金
刀
比
羅
宮
月
次
祭 

＊
九
月
十
日 

 

▼
朝
粥
会 

＊
九
月
二
十
一
日 

 

▼
祖
霊
祭 

＊
九
月
二
十
二
日 

 
 

※
家
の
宗
旨
が
神
道
（
神
道
家
）
の
霊
祭
（
み
た
ま

ま
つ
り
） 

 

▼
貴
布
禰
神
社
例
祭 

 
 

＊
九
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日 

 

▼
秋
季
例
大
祭
奉
納
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
開
催 

 
 

＊
九
月
二
十
三
日 

 

▼
観
月
祭 

＊
九
月
三
十
日 

 
 

※
日
本
酒
を
楽
し
む
会
も
あ
わ
せ
て
開
催 

◇
十
月
の
祭
典
行
事
予
定
（
報
告
も
含
む
） 

 
▼
月
次
祭 

＊
十
月
一
日
、
十
五
日 

▼
六
連
島
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
四
日
～
五
日 

 

※
湯
立
て
神
事
斎
行 

 

▼
田
の
首
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
十
三
日
～
十
四
日 

 

※
お
神
輿
の
御
巡
行
が
あ
り
ま
す 

▼
明
神
社
例
祭
、
舞
子
島
八
幡
宮
例
祭 

 

＊
十
月
十
五
日 

 

▼
神
宮
神
嘗
祭
当
日
祭 

＊
十
月
十
七
日 

 
 

▼
朝
粥
会 

＊
十
月
十
八
日 

 
 

※
下
関
市
中
央
準
倫
理
法
人
会
の
モ
ー
ニ
ン

グ
セ
ミ
ナ
ー
も
兼
ね
て
開
催
し
ま
す 

▼
彦
島
八
幡
宮
主
催
ワ
イ
ワ
イ
リ
ー
グ 

＊
十
月
二
十
八
日
（
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
） 

◇
十
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等
活
動
予
定
（
報
告
も
含
む
） 

  

▼
八
幡
宮
関
係
団
体 

 
 

◇
秋
季
例
大
祭
関
係
者
説
明
会 

＊
十
月
十
六
日 

 
 

▼
山
口
県
神
社
庁
、
同
下
関
支
部
関
係 

 
 

◇
女
子
神
職
会
三
十
周
年
記
念
式
典 

＊
十
月
十
六
日 

 
 

◇
神
社
庁
役
員
会 

＊
十
月
二
十
三
日 

 
 

 

◇
支
部
長
事
務
局
長
会
議 

＊
十
月
二
十
四
日 

 
 

 

◇
神
宮
大
麻
頒
布
始
祭 

 

＊
十
月
二
十
四
日 

 
 

 

◇
山
口
県
八
幡
宮
会
実
行
委
員
会 

＊
十
月
二
十
四
日 

 
 

◇
下
関
市
戦
没
者
慰
霊
祭 

＊
十
月
二
十
八
日 

▼
西
ロ
ー
タ
ー
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

◇
例
会 

＊
十
月
三
日 

※
職
場
例
会
、
当
宮
に
て
開
催 

 
 
 
 
 
 

＊
十
月
十
日
、
十
七
日
、
三
十
一
日 

 
 

◇
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ 

＊
十
月
十
九
日
、
二
十
二
日
、
二
十
九
日 

 

▼
講
演
活
動 

◇
下
関
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
職
場
例
会
に
て

「
彦
島
八
幡
宮
の
歴
史
と
文
化
」
題
し
て
卓
話 

 

＊
十
月
三
日 

◇
リ
バ
ー
ス
彦
島
例
会
に
て
卓
話 

 

＊
十
月
六
日
、
十
八
日 

 

▼
そ
の
他 

 
 

◇
中
央
準
倫
理
法
人
会
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー 

 
 
 
 

＊
十
月
十
一
日
、
十
八
日
、
二
十
五
日 

 
 

◇
リ
バ
ー
ス
彦
島
例
会 

＊
十
月
六
日
、
十
八
日 

 
 

◇
山
銀
は
っ
て
ん
ク
ラ
ブ
例
会
＊
十
月
二
十
二
日 

 

◇
迫
町
自
治
会
役
員
会 

＊
十
月
二
十
四
日 


